
令和7年度一般会計補正予算（専決第1号）について

（令和 8年 1月23日専決処分）

一 補正予算の概要

今回の補正予算は、本日衆議院が解散され、閣議において第51回衆議院議員総選挙が 2月 8 日執行と決定

されたことに伴い、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を行うのに要する経費について、所要

の予算措置を講ずることとした。

二 一般会計予算の規模

(1) 令和 7年度現計予算額 751,367,552 千円

(2) 今回の補正予算額（専決第 1号） 1,062,645 千円

(3) 令和 7年度予算累計額 752,430,197 千円

(4) 令和 6年度同期予算額 713,497,074 千円

(3)
(5) 対前年度同期比 ×100 105.5 ％

(4)

三 一般会計補正予算の歳入

今回の補正予算の財源としては、歳出との関連において国庫支出金10億6,264万 5 千円を計上した。

四 一般会計補正予算の歳出

今回の補正予算に計上した歳出の内容は、次のとおりである。

（単位：千円）

部 局 名 事 業 名 事 業 費 説 明

選 挙 管 理 衆議院議員総選挙及び最 1,062,645 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を

委 員 会 高裁判所裁判官国民審査 行うのに要する経費

費 （新規） 期日 令和 8年 2 月 8 日


